
●扶桑町産業かがやき条例の主な内容 

目的  

今後の地域経済の振興を図る上での、町の責務及び中小企業者等の努力を示

し、互いが一体となり基本的な施策の遂行や進捗等、共有の目指す方向性の統

一を図るとともに、条例の目的が、中小企業等の振興を図ることにより最終的

にはその成果として、「産業かつ地域社会の振興」という一つの光による「かが

やき」をもって、地域社会の発展と町民生活の向上を目的とする。 

 

基本理念 

 中小企業者等が持続可能な地域社会の形成及び地域住民の生活の向上

に大きく貢献する重要な役割を果たしていることを尊重し、中小企業者等

の振興を推進することにより、その成長及び地域経済の活性化を図ること

を基本理念とする。 

 

町の基本的施策             町の責務 

 

○地域循環型の形成に関すること    ○施策の推進  

○創業に関すること          ○中小企業等との連携 

○事業継承に関すること        ○町民との情報共有 

○人材育成に関すること        ○財源の有効活用 

○受注に関すること 

○資金活用に関すること 

○情報に関すること 

○職業意識の醸成に関すること      関係者の努力・役割 

○協働に関すること 

○その他町長が認めるもの       ○中小企業・小規模企業・小企業 

                     支援団体等の努力 

○支援団体・大企業・金融機関・

教育機関の役割 

検証                ○町民の理解及び協力 

        

   

産業振興会議の設置 

  中小企業等の振興を推進にあたり、施策等の成果及び課題・問題点の抽出 

  PDCAサイクル（計画→実行→評価→改善） 

 

 

 


